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国連がメンタルヘルス対策の必要性を提言 
テレワークでの効果的なマネジメント方法を検証 

 

国連は5月に「COVID-19およびメンタルヘルス対策の必要性」と題した政策提言を発表。
コロナ禍の影響により、メンタルヘルス上の問題の「数と深刻度」が長期的に増える可能
性が高いと警告した。 

7月下旬現在、日本国内で再び新規感染者が多数出ていることを踏まえると、この国連
の指摘は重い。毎日顔を合わせることで変化に気づくことができたが、テレワークではそ
れが困難になるからだ。 
では、どう対策すべきか。手っ取り早いのは、定期的にオンラインミーティングを行う

こと。上司と部下が1対1で行う「1on1ミーティング」は、コミュニケーションを深められ
るものの、近すぎるというデメリットもある。本音を引き出すならば、「2on1」や「2on2」
など複数が参加するほうが、メンタルケアという点では適している。 
上司が判断するのではなく、客観的なデータを計測する方法もある。生体センサー事業

を展開するWINフロンティアは、スマホのカメラで指先の皮膚の色変化から脈拍を計測し、
感情やストレス、疲労、集中度を推測するアプリを開発。音声感情解析AIを開発している
Empathは、喜怒哀楽と気分の浮き沈みをリアルタイム判定するサービスを生み出した。 
こうした最先端技術が、メンタルケアにどれだけ貢献するかは未知数だ。しかし、少な

くともテレワークの中で、従業員を放置せず常にフォローする姿勢を見せることにはつな
がる。その姿勢を折に触れて社内外に見せていくことで、従業員のエンゲージメント向上
に寄与するのは間違いない。 

 

 

10月以降年末調整手続きの電子化 
勤務先のメリットを挙げてＰＲ 

 

年末調整手続きの電子化とは、年末調整の際に、(1)従業員が、保険会社等から控除証
明書等をデータで取得し、(2)そのデータを「年調ソフト」等に取り込んで従業員が保険
料控除申告書などをデータで作成、(3)控除額が自動計算された保険料控除申告書等を勤
務先にデータで提供し、(4)勤務先において、提供されたデータを基に年税額を自動計算
し、提供されたデータを保管するもの。 
国税庁は、2020年10月以降、その年末調整手続きの電子化によるバックオフィス業務の

簡便化をＰＲしている。勤務先のメリットとして、保険料控除や配偶者控除の控除額の検
算が不要、控除証明書等のチェックが不要（従業員が控除証明書等データを利用した場
合）、従業員からの問合せの減少、年末調整関係書類の保管コストの削減などを掲げてい
る。例えば、従業員が、年調ソフトの控除額の自動計算機能を利用して保険料控除申告書
や配偶者控除等申告書を作成することで、これまで給与担当者の負担となっていた、控除
額の検算事務が不要となる。また、従業員が保険料控除申告書の作成の際に控除証明書等
データを利用すれば、給与担当者が毎年行っていた、従業員が提出した保険会社等の控除
証明書等（書面）との突合作業が不要となる。 
さらに、年調ソフトの入力支援機能や、今後設置予定の「年末調整電子化ヘルプデスク

（仮称）」を利用することで、従業員から給与担当者への問合せが減少することが見込ま
れるとしている。 

 

新しい時代を切り拓く実践経営情報紙 


